
山梨県県土整備部情報共有システム試行要領　新旧対照表

要領 備考
（対象工事の明示）
第７条

国土交通省
要領・基準
等の改定に
よる。

令和2年4月1日

旧　R1.10
第７条　当該要領を適用する場合は、「発注者指定型」または「受注者希望型」のいずれかとし、公告文中に
　　当該要領の対象工事であることを明示する。
　　・発注者指定型：情報共有システムの利用を義務づけた工事
　　・受注者希望型：受注者の希望により情報共有システムの利用が可能である工事

新　R2.4
第７条　当該要領を適用する場合は、「発注者指定型」または「受注者希望型」のいずれかとし、公告文中に
　　当該要領の対象工事であることを明示する。
　　・発注者指定型：情報共有システムの利用を義務づけた工事
　　・受注者希望型：受注者の希望により情報共有システムの利用が可能である工事

　２　前項の規定によらず発注した工事において、契約後、受注者から情報共有システムの利用希望があった
　　場合は、協議により対象工事にすることができるものとし、その取り扱いは、受注者希望型と同様とす
　　る。

・電子化を
システム利
用に変更

・一部処理
内容追記

別表　提出書類一覧
表



要領 備考旧　R1.10新　R2.4

要領・運用基準

２．要領第５条（電
子書類の決裁）関係

一部修正・所属長の決裁が必要な電子書類は、監督員が工事打合簿及び添付書類を１部印刷し、紙による決済とシステ
ムによる決裁を受けるものとする。（併用決済）
・紙媒体により授受する書類は、従前の方法により決裁を受けるものとする。

・所属長の決裁が必要な電子書類は、監督員が工事打合簿及び添付書類を１部印刷し、従前の方法により決裁
を受けるものとする。
・紙媒体により授受する書類は、従前の方法により決裁を受けるものとする。


